
平成２３年４月１日から、水道メーターの検針、上下水道料金の収納業務などの委託

業者および検針票や料金の口座振替日などが下記のとおり変更となります。 

 

 

◆委託業者が変わります。 

 

業務課では、水道メーターの検針、上下水道料金の収納業務などを民間業者に委託し

ておりますが、平成２３年 4月 1日から第一環境株式会社（本社：東京都港区赤坂 2－2
－12）に変更となります。 

 

◆「使用水量等のお知らせ」（検針票）が変わります。 

 

隔月の検針時に発行している「使用水量等のお知らせ」（検針票）が、現在の縦長タ

イプから横長タイプに変わります。表示される内容については大きな変更はありません。 

   

・旧様式 

 

 

                 ・新様式 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ゆうちょ銀行の口座振替日を変更します。 

 

上下水道料金のお支払いに、ゆうちょ銀行口座からの口座振替をご利用の方は、平成

２３年４月振替分（２～３月分料金）から、振替日が検針月の翌月１２日から１５日（そ

の日が土・日曜日・祝日の場合は翌営業日）に変更となります。 

※その他の金融機関は変更ありません。 

印

印 



 

◆コンビニ納付の取扱店を追加します。 

 

平成２３年４月１日から、上下水道料金のお支払いができるコンビニエンスストアに、

「ＭＭＫ設置店」が追加されます。 

※「ＭＭＫ設置店」とは、ＪＲの駅や病院内のコンビニなどのうち、ＭＭＫ端末が設

置されている店舗で、お取り扱いできる店舗には「ＭＭＫ設置店」の表示があります。 
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